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   庄内広域水道企業団発注工事における監理技術者及び監理技術者を補佐する者の 

   取扱いについて 

 

令和８年４月１日 

 

 建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、「特例監理技

術者」という。）及び監理技術者を補佐する者（以下、「監理技術者補佐」という。）の企業

団発注工事における取扱いについて、以下のとおりとします。 

 

１ 特例監理技術者の配置を認めない工事 

  次のいずれかに該当する場合は特例監理技術者の配置を認めない工事とする。 

 (1) 兼務する２件の工事の予定価格（税込）の合計が３億円を超える工事 

※ただし、金額は予定価格であり、最終請負代金額はこの限りではない。 

 (2) 発注者が企業団以外の工事との兼務 

 (3) 総合評価落札方式により発注する工事 

 (4) その他、入札公告等で指定する工事 

２ 特例監理技術者を配置する場合の要件 

  上記１に該当する工事を除く全ての工事において、特例監理技術者を配置する場合、以

下の全ての要件を満たすことを要する。 

 (1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。 

 (2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者（法第七条第二号イ、ロ又はハに該

当する者）のうち１級の技術検定の第一次検定に合格した者（１級施工管理技士補）又

は１級施工管理技士等の国家資格者１級施工管理技士補又は１級施工管理技士等の国

家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、監理

技術者補佐の建設業法第 27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求め

る技術検定種目と同じであること。 

 (3) 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

 (4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事は、同時に２件までとする。ただし、同一の

建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれ

の工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外の請負

契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工事を一つ

の工事とみなす。 

 (5) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の

立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

 (6) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

 (7) 監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること。 
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３ 特例監理技術者を配置する場合の提出書類 

  契約時に、上記要件について確認できる以下の書類の提出を求めること。 

 (1) 監理技術者補佐の資格を有する書類（１級施工管理技士等の国家資格者等の合格証

明等） 

 (2) 特例監理技術者と監理技術者補佐の業務分担、連絡体制等を記載した書類 

４ 施行日 

  令和８年４月 1日以後に入札公告又は指名（見積）通知を行う工事から適用 

  ※ 特記仕様書又は現場説明事項等に、別紙「特記仕様書又は現場説明事項等への記載

例」の内容を記載します。 

５ 入札契約手続き中の工事、稼働中の工事について 

  特例監理技術者の配置について請負業者から申し出があった場合には、別紙の内容に

より事前に監督員と協議の上、変更契約を行うものとします。 

６ 留意事項 

  現場の安全管理体制については、「元方事業者による建設現場安全管理指針」（平成７年

４月２１日厚生省基発第２６７号の２）において、「統括安全衛生責任者の選任を要する

ときには、その事業場に専属の者であること。」とされていることから、同一人物が「監

理技術者」と「統括安全衛生責任者」を務め、２件の工事現場で「監理技術者」が兼務と

なる場合は、「統括安全衛生責任者」の事業場への専属を確保し、施工体制に留意してく

ださい。 
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別紙 

特記仕様書又は現場説明事項等への記載例 

●兼務を認めない工事の場合 

・本工事は、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者（以下、

「特例監理技術者」という。）の配置は認めない。 

 

●兼務を認める工事の場合 

１ 本工事において、建設業法第２６条第３項ただし書の規定の適用を受ける監理技術

者（以下、「特例監理技術者」という。）の配置を行う場合は以下の（１）～（８）の要

件を全て満たさなければならない。「特例監理技術者」を配置する場合においては、特

記仕様書等に示す「監理技術者」を「特例監理技術者」と読み替えるものとする。 

 (1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。 

 (2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者（法第七条第二号イ、ロ又はハに

該当する者）のうち１級の技術検定の第一次検定に合格した者（１級施工管理技士

補）又は１級施工管理技士等の国家資格者１級施工管理技士補又は１級施工管理技

士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。

なお、監理技術者補佐の建設業法第 27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理

技術者に求める技術検定種目と同じであること。 

 (3) 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

 (4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事は、同時に２件までとする。ただし、同一

の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それ

ぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの（当初の請負契約以外

の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。）については、これら複数の工

事を一つの工事とみなす。 

 (5) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工

程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。 

 (6) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。 

 (7) 監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること。 

 (8) 兼務する工事が以下の①～④のいずれかに該当しないこと。 

  ① 兼務する２件の工事の予定価格（税込）の合計が３億円を超える工事 

    ※ ただし、金額は予定価格であり、最終請負代金額はこの限りではない。 

  ② 発注者が企業団以外の工事 

  ③ 総合評価落札方式により発注する工事 

  ④ その他、入札公告等で指定する工事 

２ 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、前項の（１）

～（８）の事項について確認できる書類を提出すること。 
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３ 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を

要さなくなった場合は適切にコリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録を行うこと。 

 

 


